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１．位置図

栃木県

群馬県

長野県

埼玉県

茨城県

国道357号
東京湾岸道路

（東京都区間） ④
東京都

山梨県

神奈川県

千葉県
：再評価

①事業採択後、３年以上経過した時点で未着工
②事業採択後、５年以上を経過した時点で継続中の事業
③準備・計画段階で、３年間が経過している事業

④再評価実施後 ３年間が経過し る事業

千葉県

④再評価実施後、３年間が経過している事業
⑤社会経済情勢の変化等により再評価の実施の必要が生じた事業

：事後評価
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（1）目的

２．事業の目的と計画の概要
（1）目的

・東京湾に面する千葉・東京・神奈川の各
都市を結ぶ幹線道路の一部を形成。

交通混雑緩和 空港や湾岸地域の物流

位置 図

・交通混雑緩和、空港や湾岸地域の物流
拠点とのアクセスを向上させ、物流の効
率化等を図る。

（2）計画の概要（2）計画の概要

区 間 ：

とうきょうとえどがわくりんかいちょう

自）東京都江戸川区臨海町
とうきょうとおおたくはねだくうこう

至）東京都大田区羽田空港

R357東京湾岸道路

（東京都区間）

東
京
都
江
戸
川

臨
海

東
京
都
大
田

羽
田
空至）東京都大田区羽田空港

計 画 延 長 ： 21.1km

幅 員 ： 100.0m

凡　例

高速道路

国道

主要地方道

（東京都区間）

再評価対象区間（再評価対象区間（L=21.1km）

川
区

海
町

田
区

空
港

東京都区間（全線：東京都区間（全線：L=23.35km）

道 路 規 格 ： 第3種第1級、第4種第1級

設 計 速 度 ：
80km/h（第3種）
60km/h（第4種）

4 6車線（第3種）

標準横断図
単位：m

車 線 数 ：
4～6車線（第3種）
4車線（第4種）

事 業 化 ： 昭和43年度

事 業 費 約3 433億円事 業 費 ： 約3,433億円

計画交通量 ： 38,000～84,100台/日
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事業の経緯

３．事業進捗の状況
・事業の経緯

○昭和４３年度：事業化
○昭和４４年度：都市計画決定［江戸川区堀江町(千葉県境)～大田区平和島大井埠頭：L=16.1km］
○昭和４６年度：用地着手、工事着手
○昭和５８年度 都市計画変更［江戸川区堀江町(千葉県境) 大田区羽田空港(神奈川県境) L 23 35k ］○昭和５８年度：都市計画変更［江戸川区堀江町(千葉県境)～大田区羽田空港(神奈川県境)：L=23.35km］
○平成 ５年度：都市計画変更［江戸川区臨海町(千葉県境)～大田区羽田空港(神奈川県境)］(起点名の変更のみ)

都市計画変更（昭和53年度） 神奈川県境～千葉県境 L=23.35km

都市計画決定（昭和44年度） 大田区平和島（大井埠頭） ～千葉県境 L=16.1km

千
葉
県

神
奈
川

境県
境

36,391台/日

38,417台/日
（3種：4車）

36,566台/日
（4種：4車）

（4種：4車） 64,494台/日
（4種：4車）） 46,435台/日

（3種：4車）
（4種：4車）

60,594台/日
（3種：6車）

46,435台/日
（3種：4車）
（4種：4車）

38 417台/日

環状八号線
高速11号
台場線 晴海通り 高速9号

深川線環状七号線 明治通り 高速
中央環状線 環状七号線

荒川 旧江戸川多摩川4種
S46.2～S56.9
L=5 4 2/2

S51.8～S61.3
L=6 8 2/2

S59.3～S60.4
L=1 9 2/2

（3種：6車）

出典：H17道路交通センサス
（平日24時間断面交通量（3種・4種合計値））

38,417台/日
（3種：4車）

一
般
部

（
山
側
）

L=5.4 2/2 L=6.8 2/2 L=1.9 2/2

3種 未事業化
H5.9

L=4.2 2/3

設計中
区間
L=1.1

大井環七
立体
事業中
L=1.3

設計中
区間
L=2.4

東京港ﾄﾝﾈﾙ(一般部)

事業中
L=1.9

設計中区間
L=4.5

新木場立体
事業中
L=2.3

H8.7
L=1.6 2/3

H12.3
L=1.2 2/2

S59.3
L=0.6
3/3

専用部 2種 首都高速湾岸線

一
般

（
海
側

3種 未事業化
H5.9

L=4.2 2/3

設計中
区間
L=1.1

大井環七
立体
事業中
L=1.3

設計中
区間
L=2.4

東京港ﾄﾝﾈﾙ(一般部)

事業中
L=1.9

設計中区間
L=4.5

新木場立体
事業中
L=2.3

H8.7
L=1.6 2/3

Ｈ15.11
L=1.2 2/2

H2.4
L=0.6
3/3

羽田空港

供用年次
供用延長・供用車線

凡例 再評価対象区間（L=21.1km）

般
部

側
）

4種
S48.10～S60.4
L=5.4 2/2

S48.4～S58.4
L=6.8 2/2

S55.3～Ｈ2.4
L=1.9 2/2

3
一般国道357号 東京湾岸道路（東京都区間：神奈川県境～千葉県境）



３．事業進捗の状況
■東京湾岸道路沿線の状況東京湾岸道路沿線の状況

■東京港トンネル周辺 ■新木場（荒川渡河部）周辺■京浜島地区周辺

・東京湾岸道路沿線は、羽田空港及び東京港を中心とした物流施設や工場等が集積する地域。

・また、お台場、有明などの臨海地域の開発により、集客力の高い施設も多く立地。
東京港 ネ 周辺 新木場（荒川渡河部）周辺京浜島地区周辺

東京港トンネル周辺

大井地区周辺 お台場周辺

新木場（荒川渡河部）周辺京浜島周辺

東京港 ンネ 周辺

羽田空港周辺

■羽田空港周辺 ■大井地区周辺 ■お台場周辺

4



（１）国際競争力の強化

４．事業の必要性に関する視点

・国道・国道357357号の通過する東京湾臨海部では、都市再生プロジェクトである「東京湾臨海部における基幹的広号の通過する東京湾臨海部では、都市再生プロジェクトである「東京湾臨海部における基幹的広
域防災拠点の整備」「羽田空港の再拡張事業」のほか、都市再生緊急整備地域に指定されている「東京域防災拠点の整備」「羽田空港の再拡張事業」のほか、都市再生緊急整備地域に指定されている「東京
臨海地域」及び「東京港第七次改訂港湾計画」など、様々な地域開発が進行中。臨海地域」及び「東京港第七次改訂港湾計画」など、様々な地域開発が進行中。

（１）国際競争力の強化

・国道・国道357357号の整備により、これらの地域開発や道路、空港、港湾等の連携による交通･物流ネットワークの号の整備により、これらの地域開発や道路、空港、港湾等の連携による交通･物流ネットワークの
構築が推進され、国際競争力の強化が図られる。構築が推進され、国際競争力の強化が図られる。

東京湾岸道路沿線の大規模プロジェクトの概要

臨海部開発土地区画整理事業 <都市再生プロジ クト>

臨海副都心

居住人口の伸び（将来）

42000
40000

50000

約4.2倍

■臨海副都心開発
・平成27年度のまち概成を目標
<将来フレーム>
・就業人口：7万人〔H21年時点の約1.5倍〕
・居住人口：4.2万人〔H21年時点の約4.2倍〕

<都市再生緊急整備地域>東京臨海地域
■臨海部の複合市街地の形成
・晴海四・五丁目地区（23.0ha）
・豊洲地区（91.1ha）
・有明北地区（85.2ha）

臨海部開発土地区画整理事業 <都市再生プロジェクト>
基幹的広域防災拠点の整備

■首都圏における大規模災害時
の基幹的防災拠点の整備

10020

0

10000

20000

30000

Ｈ21 Ｈ28

人
口
（
人
）

[首都圏広域防災の
ヘッドクォーター]

・コア部隊のベースキャンプ
・緊急輸送物資の一次中継
・災害時医療の支援
・災害ボランティア等への支援 等

[海外をはじめとした物流コントロールセンター]
・海上輸送等の中継基地
・広域支援部隊の一次集結・ベースキャンプ 等

基幹的広域防災拠点
「東扇島地区」

基幹的広域防災拠点
「有明の丘地区」

外貿ｺﾝﾃﾅ取扱量の伸び(将来)
600

約1 2倍

出典：東京都港湾局

羽田空港 東京港

Ｈ21
（現在）

Ｈ28
（将来） 出典：「東京湾臨海部基幹的広域防災拠点整備基本計画」

（首都圏広域防災拠点整備協議会）

国内乗降客数の伸び（将来）
10000

■｢東京港第７次改訂港湾計画基
本方針｣「東京らしいみどりをつく

海の森（仮称）構想

373

460

200

300

400

500
約1.2倍

取
扱
量

（
万

Ｔ
Ｅ
Ｕ
/
年
）

■平成20年代後半を目標年次とした港湾計画
・外貿ｺﾝﾃﾅ取扱量460万TEUを目標
〔H20時点 約1 2倍〕

東京港第7次改訂湾港計画

8030

5546

4000

6000

8000

約1.4倍

乗
降
客

数
（
万

人
/
年
）

本方針｣ 東京 り
る新戦略」等における「水と緑の
ネットワーク」「海辺の回廊」形成
の拠点として位置付け

・面積約８７．９ｈａ

■中央防波堤外側埋立地～若洲
約4 6k の整備（うち 東京港臨

東京港臨海道路（Ⅱ期）

0

100

Ｈ20
（現在）

Ｈ20年代後半
（将来）

取

出典：国土交通省関東地方整備局 東京空港整備事務所 出典：「東京港第７次改訂港湾計画の策定に向けて」（東京都港湾局）

〔H20時点の約1.2倍〕
・中央防波堤外側：新海面処分場への高規格
コンテナターミナル整備

・既存ふ頭の拡張
〔大井ふ頭95ha→113ha、青海ふ頭53ha→68ha〕

■羽田空港再拡張時の乗降客数〔推定値〕
・8,030万人 〔H21年時点の約1.4倍〕

<都市再生プロジェクト>羽田空港の再拡張0

2000

Ｈ21
（現在）

Ｈ29
（将来）

乗

5

約4.6kmの整備（うち、東京港臨
海大橋（仮称）1.6km）



（２）慢性的な渋滞の解消

４．事業の必要性に関する視点

・国道・国道357357号の損失時間は、約号の損失時間は、約148.8148.8千人時間千人時間//年･年･kmkmで、全国平均で、全国平均（（20.320.3千人時間千人時間//年･年･kmkm））の約の約77倍となってい倍となってい
る。る。

・特に、東京港臨海道路との交差点周辺である、環七大井ふ頭交差点や夢の島交差点などを中心に激し・特に、東京港臨海道路との交差点周辺である、環七大井ふ頭交差点や夢の島交差点などを中心に激し
渋滞が発生渋滞が発生

（２）慢性的な渋滞の解消

国道357号の渋滞発生状況 国道357号の渋滞箇所

い渋滞が発生。い渋滞が発生。

・国道・国道357357号の号の33種道路の整備により、渋滞の緩和が見込まれる。種道路の整備により、渋滞の緩和が見込まれる。

損失時 約 時 /年
有明中央橋（東行き） 夢の島（西行き）

損失時間：約148.8千人時間/年･km
（東京都平均：約136.7千人時間/年･km）
（全国平均：約20.3千人時間/年･km）

損失時間：約480 9千人時間/年 km

大井環七地区

新木場地区

有明中央橋（東行き） 夢の島（西行き）

損失時間：約480.9千人時間/年･km

損失時間：約342.5千人時間/年･km

新木場地区

環七大井ふ頭（東行き）

東京港

臨海道路Ⅰ期
臨海道路Ⅱ期

羽田空港

東京港
トンネル

お台場中央

荒川橋西詰

夢の島

辰巳

京浜島

損失時間

全国平均：損失時間
約２０.3千人時間/年･km

有明中央橋

環七大井ふ頭
京浜島（東行き）

[千人時間/年・km]

50 未満
100 未満
200 未満
200 以上

出典：H21プローブデータ 6



（３）国道357号の事故発生状況

４．事業の必要性に関する視点
（３）国道357号の事故発生状況

・国道・国道357357号と東京港臨海道路（号と東京港臨海道路（ⅠⅠ期）が交差するお台場中央交差点付近では、全国平均期）が交差するお台場中央交差点付近では、全国平均（（102.6102.6件件//億台・億台・kk
mm））の約の約77倍倍（（715.2715.2件件//億台・億台・kmkm））の死傷事故が発生。の死傷事故が発生。

・死傷事故の内訳は、交差点での追突事故が約・死傷事故の内訳は、交差点での追突事故が約66割であり、国道割であり、国道357357号の号の33種道路の整備により、交通の円種道路の整備により、交通の円

人対車両 正面衝突 追突 出会い頭 右折 左折 その他 車両単独

国道３５７号の死傷事故発生状況

滑化が図られ事故の減少が見込まれる。滑化が図られ事故の減少が見込まれる。

国道３５７号の死傷事故発生状況

死傷事故率：約715.2件/億台･km
（全国 均 約102 6件/億台 k ）

お台場中央：交差点事故件数お台場中央：交差点事故件数 3838件件
死傷死傷事故率事故率715 2715 2件件//億台･億台･kmkm

4.0%

18.5%
0.5%2.5%2.9%（全国平均：約102.6件/億台･km）

死傷死傷事故率事故率715.2715.2件件//億台億台 kmkm

（全国平均の約（全国平均の約77倍）倍）

再評価対象区間

57.3%
7 7%

6.6%

%

臨海道路Ⅰ期

臨海道路Ⅱ期

東京港
トンネル

お台場中央

荒川橋西詰

夢の島

東雲

環七大井ふ頭 7.7%

図 国道357号の死傷事故発生状況
出典：H17～H20事故統合データベース（件/億台･km）

715.2
700

800 夢の島（西行き）お台場中央（西行き）

羽田空港

出典：H17～H20事故統合データベース

■： 0~50
■： 50~100
■： 100~200
■： 200~
（単位：件／億台・km）

374.6 361.1
392.9

354.0

300

400

500
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約7倍

図 国道357号の死傷事故率（死傷事故率が高い交差点）
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環七大井ふ頭 お台場中央 東雲 夢の島 荒川橋西詰

全国平均
（102.6件/億台･km）
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【事業費増の要因】

５．費用対効果（事業費変更）

・首都高速との合流方法の変更による立体部の延長などによる増額・首都高速との合流方法の変更による立体部の延長などによる増額【【合計合計143143億増億増】】

【事業費増の要因】

○警察協議の結果、首都高から３種道路および４種道路へ合流する方式では、合流箇所が多くなり、安全性に問題
箇があるという判断から、首都高と３種道路とは接続せず、４種道路のみと接続することにより合流箇所を減らし、安全

性を確保することとした。この結果、３種道路の立体部が延伸となり、事業費が増加した。

■橋梁延長の見直し 【３２３ｍ → １，８７５ｍ】

□延 長 ： １,５５２ｍ増、 □下部工 ： 橋脚１６基※ → ８５基
※当初構造は、類似橋の実績から算出した試算値を使用している。

当初（首都高当初（首都高→→33種道路種道路→→４種道路）４種道路） 見直し（首都高見直し（首都高 ４種道路）４種道路）当初（首都高当初（首都高→→33種道路種道路→→４種道路）４種道路） 見直し（首都高見直し（首都高→→４種道路）４種道路）

首都高速

合流部分

合流部分

縦断イメージ図 縦断イメージ図

合流部分が短い区間に集中し、
合流方法が複雑

合流部分少なくなり、合流部分が
単純に
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５．費用対効果（計算条件）

■総便益（Ｂ）

道路事業に関わる便益は、平成42年度の交通量を、整備の有無それぞれ
について推計し 「費用便益分析マニュアル」に基づき３便益を計上した

■総費用（Ｃ）

について推計し、「費用便益分析マニュアル」に基づき３便益を計上した。
【３便益：走行時間短縮便益、走行経費減少便益、交通事故減少便益】

■総費用（Ｃ）

当該事業に関わる建設費と維持管理費を計上した。

■計算条件

・基準年次 ：平成22年度 平成18年度

供用開始年次 平成28年度 平成28年度

〔参考：前回評価(H18)〕

・供用開始年次 ：平成28年度 平成28年度

・分析対象期間 ：供用後50年間 供用後40年間

・基礎データ ：平成17年度道路交通ｾﾝｻｽ 平成11年度道路交通ｾﾝｻｽ

・交通量の推計時点 ：平成42年度 平成42年度

・計画交通量 ：38,000～84,100〔台/日〕 35,000～65,000〔台/日〕

・事業費 ：約3 433億円 約3 290億円事業費 ：約3,433億円 約3,290億円

・費用便益費 ：2.2 2.7

9



５．費用対効果

走行時間 走行経費 交通事故
総便益 費用便益比

■事業全体

便益便益((ＢＢ)) 短縮便益 減少便益 減少便益
総便益 費用便益比

（Ｂ／Ｃ）
12,769億円 189億円 66億円 13,024億円

費用費用((ＣＣ))
事業費 維持管理費 総費用

２ ２費用費用((ＣＣ)) ２．２
5,684億円 166億円 5,850億円

■残事業

便益便益((ＢＢ))

走行時間

短縮便益

走行経費

減少便益

交通事故

減少便益
総便益 費用便益比

（Ｂ／Ｃ）

■残事業

（Ｂ／Ｃ）
4,571億円 515億円 150億円 5,236億円

費用費用((ＣＣ))
事業費 維持管理費 総費用 ３．２

1,547億円 101億円 1,648億円

注1）便益・費用については、基準年における現在価値化後の値である。

注2）費用及び便益額は整数止めとする。

注3）費用及び便益の合計額は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

1,547億円 101億円 1,648億円

基準年：平成22年度
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用地については 100％取得済み

６．事業進捗の見込みの視点
・用地については、100％取得済み。

・平成19年度から、渋滞損失や事故の多い、環七大井ふ頭交差点や夢の島交差点において、大井環七立体、新
木場立体事業が推進中。平成22年度から、東京港トンネル本体工事着手。

・事業の実施は、沿道とのアクセス道路である4種道路の着手から開始し、旧江戸川・荒川の渡河部、羽田空港第
期工事を経て 渋滞解消のための立体化 トンネル工事の段階

年度

事業

S

43
…

S

46
…

S

54
…

S

59
…

H

元
…

H

5

H

6

H

7

H

8

H

9
…

H

15
…

H

19

H

20

H

21

H

22

H

23

一期工事を経て、渋滞解消のための立体化・トンネル工事の段階。

■工程表

事業
元

～

事業化
用地取得

事業化
用地
着手

用地
完了

4種道路 着手 完成

羽田地区 着手 完成羽田地区 着手 完成

大井環七立体 設計 着手

東京港トンネル 設計 着手

新木場立体 設計 着手

荒川河口橋 着手 完成

葛西環七立体 着手 完成

舞浜大橋 着手 完成

大井環七立体

東京港トンネル

新木場立体

荒川河口橋

羽田地区

葛西環七立体

舞浜大橋
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７．今後の対応方針（原案）
（1）事業の必要性等に関する視点
・国道357号の通過する東京湾臨海部では、様々な地域開発が進行中であり、国道357号の整備により、これらの地域開発や道路、空港、港湾
等の連携による交通･物流ネットワークの構築が推進され、国際競争力の強化が図られる。

・国道357号の3種道路の整備により、渋滞の緩和が見込まれる

・国道357号の死傷事故の内訳は 交差点での追突事故が約6割であり 国道357号の3種道路の整備により 事故の削減が期待。

（1）事業の必要性等に関する視点

国道357号の死傷事故の内訳は、交差点での追突事故が約6割であり、国道357号の3種道路の整備により、事故の削減が期待。

・東京都、川崎市、横浜市がとりまとめた「京浜港共同ビジョン」（H22.2.10）において、国道357号は京浜港（東京港、川崎港、横浜港）の一体化に
必要な路線として位置付けられている。

・都内唯一の未整備区間である東京港トンネルの整備により、羽田空港と都心、千葉･成田空港方面へのアクセス性が大きく向上。また、深夜･
早朝時間帯の自動車でのアクセス経路として、国道357号は重要な路線。

・H22年7月には東京湾臨海部における基幹的広域防災拠点である 東京臨海広域防災公園が有明に開園し 首都圏の大規模災害時における・H22年7月には東京湾臨海部における基幹的広域防災拠点である、東京臨海広域防災公園が有明に開園し、首都圏の大規模災害時における
防災拠点へのアクセス確保が必要であり、東京港トンネルを含めた国道357号の整備により、防災拠点へのアクセス性が大きく向上。

・東京大気汚染訴訟の和解条項に東京港トンネルの整備等が位置付けられている。

・費用対効果（B/C）は2.2。

（2）事業進捗の見込みの視点
・用地については、100％取得済みである。

・前回評価時（H18年度）以降、平成19年度から大井環七立体、新木場立体事業が推進中。平成22年度から、東京港トンネル本体が工事着手。

（2）事業進捗の見込みの視点

（ ）都道府 政令市 意
東京都知事の意見：
・首都東京の道路整備は、東京の最大の弱点である交通渋滞の解消、環境改善、利便性や防災性の向上のみならず、我が国の経済を活性化
させ、国際競争力を強化するためにも必要不可欠である。その中で、体系的な道路ネットワークの構築を図る国道の果たす役割は非常に大き
い

（3）都道府県・政令市からの意見

（4）対応方針（原案）

い。
・とりわけ国道357号は、東京臨海部の骨格をなす幹線道路であり、交通混雑の緩和、空港や港湾地域の物流拠点とのアクセス向上など、その
整備効果は広く東京圏に及ぶものであるため、事業の継続は、当然と考える。

・今後、完成予定を明らかにした上で計画的に整備を図り、早期完成を図られたい。特に、東京港トンネル部については、早期完成を図られたい。

・事業継続とする。

・事業の必要性・重要性は高く、早期の効果発現を図ることが適切である。
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